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ハ
メ
ル
の
見
た
旧
刑
法

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
オ
ラ
ン
ダ
の
刑
法
学
者
ハ
メ
ル
（
9
冨
己
＞
葦
昌
く
竃

＝
與
冒
①
一
）
は
、
一
八
八
九
年
に
ド
イ
ツ
の
リ
ス
ト
、
ベ
ル
ギ
ー

の
プ
リ
ン
ス
と
協
力
し
て
、
新
派
刑
法
学
の
牙
城
と
な
る
「
国
際

刑
事
学
協
会
」
（
巨
8
∋
き
O
冨
一
①
ζ
ぎ
旨
與
＝
ω
募
O
ま
＜
雪
9
．

ま
o
q
昌
o
q
）
を
設
立
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
の
業

績
の
な
か
に
、
明
治
士
二
年
に
公
布
さ
れ
同
十
五
年
に
施
行
さ
れ

た
わ
が
国
の
刑
法
典
（
以
下
「
旧
刑
法
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
の

　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

批
評
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い

　
本
稿
で
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）
の
『
国
際
法
．
比

較
立
法
雑
誌
』
亀
§
§
き
包
§
ミ
ぎ
ざ
§
ミ
ざ
ミ
ミ
o
こ
こ
翁
室
s
．

§
s
s
§
菖
忍
“
）
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
批
評
を
紹
介
し
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
青
　
　
木
　
　
人
　
　
志

を
手
が
か
り
に
、
わ
が
旧
刑
法
の
比
較
刑
法
史
的
位
置
づ
け
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
に
つ
き
、
若
干
の
考
察
と
握
言
を
試
み
る
。

　
　
　
ニ
　
ハ
メ
ル
の
生
涯
と
思
想

　
一
九
一
七
年
三
月
一
日
、
ハ
メ
ル
が
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
と
き
、

三
十
年
来
手
を
携
え
あ
っ
て
き
た
リ
ス
ト
は
、
第
一
次
大
戦
の
勃

発
に
よ
り
、
す
で
に
三
年
以
上
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
の
盟
友
と
分
か
た

れ
て
い
た
が
、
さ
っ
そ
く
『
全
刑
法
雑
誌
』
（
曽
豪
g
§
さ
、

§
雨
電
竃
§
ざ
賓
ミ
ざ
o
ミ
§
｛
吻
ω
§
ω
き
§
）
に
、
友
情
あ
ふ
れ

　
　
（
3
）

る
追
悼
文
を
書
い
た
。
ま
ず
は
、
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
、
ハ
メ
ル

の
生
涯
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
一
八
四
二
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ
ー
レ
ム
（
＝
竃
ま
昌
）
に
生

ま
れ
た
ハ
メ
ル
は
、
二
三
歳
の
と
き
ラ
イ
デ
ン
大
学
よ
り
両
法
博
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士
の
称
号
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
検
察
官
や
軍
事
省
の
法
律
顧
問

を
経
て
、
一
八
八
○
年
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
学
の
刑
法
の
教
授

に
就
任
。
「
刑
法
支
配
の
限
界
」
と
題
し
た
就
任
演
説
で
は
、
極

端
な
応
報
思
想
を
排
し
つ
つ
、
刑
罰
は
犯
罪
と
闘
う
唯
一
の
手
段

で
は
な
く
、
謙
抑
的
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
以

後
三
十
年
間
ハ
メ
ル
は
同
職
に
あ
る
が
、
一
八
九
〇
年
と
九
一
年

に
は
、
同
大
学
の
学
長
（
寄
g
o
『
昌
品
コ
弐
ε
ω
）
も
つ
と
め
た
。

教
師
と
し
て
の
ハ
メ
ル
は
学
生
に
慕
わ
れ
、
一
八
九
八
年
、
大
病

の
後
大
学
に
復
帰
し
た
際
に
は
、
花
の
飾
ら
れ
た
教
室
で
鳴
り
止

ま
ぬ
拍
手
に
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
。
座
右
の
銘
は
「
真
実
の
探

究
」
で
、
こ
れ
は
ド
レ
フ
ユ
ス
事
件
の
反
省
に
よ
る
。

　
ハ
メ
ル
の
学
者
生
活
の
最
初
の
十
年
問
は
、
新
派
刑
法
学
が
急

速
に
勃
興
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
一
八
八
二
年
、
マ
ー
ル
ブ
ル

ク
大
学
に
就
任
し
た
リ
ス
ト
が
「
刑
法
に
お
け
る
目
的
思
想
」
と

題
す
る
就
任
演
説
を
行
う
。
「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
綱
領
」
と
も
称
さ

れ
る
こ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
感
銘
を
受
け
た
ハ
メ
ル
は
、
さ
っ
そ

く
リ
ス
ト
に
書
簡
を
送
づ
た
。
八
五
年
、
ハ
メ
ル
は
国
際
刑
務
会

議
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
量
刑
に
お
け
る
裁
量
を
広
く
認
め
る
ぺ

き
だ
と
い
う
報
告
を
行
う
。
こ
れ
は
、
母
国
オ
ラ
ン
ダ
の
新
刑
法

（
同
年
施
行
）
の
立
場
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
報
告
を
通
じ
て
、

ハ
メ
ル
は
い
よ
い
よ
刑
罰
の
目
的
に
つ
い
て
の
反
省
へ
と
誘
わ
れ
、

同
年
七
月
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
リ
ス
ト
を
訪
問
、
意
気
投
合
し
た
二

人
は
そ
の
後
の
協
力
を
誓
い
合
っ
た
。
翌
八
六
年
、
リ
ス
ト
の

『
全
刑
法
雑
誌
」
（
八
一
年
創
刊
）
に
触
発
さ
れ
て
『
オ
ラ
ン
ダ
刑

法
雑
誌
』
（
↓
噂
旨
§
ミ
§
ミ
婁
喜
o
ミ
）
を
創
刊
し
た
。
ま

た
、
同
年
、
プ
リ
ン
ス
の
『
犯
罪
と
鎮
圧
』
（
O
ユ
ミ
§
ミ
“
ミ

喜
ミ
8
“
§
§
竃
“
§
S
意
§
、
雨
ミ
、
；
ミ
盲
忽
“
S
が
刊
行
さ

れ
た
。
同
書
に
対
す
る
リ
ス
ト
の
書
評
が
契
機
と
な
っ
て
プ
リ
ン

ス
も
交
流
の
輪
に
加
わ
り
、
八
九
年
一
月
一
日
、
国
際
刑
事
学
協

会
の
発
足
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

　
ハ
メ
ル
は
、
政
治
の
才
に
も
恵
ま
れ
、
一
九
〇
五
年
に
は
司
法

大
臣
へ
の
就
任
要
請
を
受
け
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の

要
請
を
、
他
の
閣
僚
と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
の
は
性
に
合
わ
な
い

と
い
う
理
由
で
断
る
が
、
五
年
後
の
一
九
一
〇
年
、
下
院
議
員
に

選
出
さ
れ
、
法
律
の
規
定
に
従
い
大
学
教
授
を
辞
職
す
る
。
さ
ら

に
四
年
後
の
一
九
一
四
年
一
月
二
四
日
、
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ

た
国
際
刑
事
学
協
会
二
五
周
年
祝
賀
会
に
、
ハ
メ
ル
は
元
気
に
出

席
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
リ
ス
ト
の
み
た
ハ
メ
ル
の
最
後
の

姿
と
な
う
た
。

　
学
者
と
し
て
の
ハ
メ
ル
は
、
刑
事
政
策
・
犯
罪
学
、
刑
法
学
、
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法
制
史
、
憲
法
・
行
政
法
、
国
際
法
、
比
較
法
に
わ
た
る
広
い
仕

事
を
遺
し
た
（
そ
の
主
要
な
業
績
は
一
九
二
一
年
に
自
ら
編
纂
し

た
二
巻
の
論
文
・
講
演
集
（
§
§
§
ミ
“
8
段
§
§
）
に
収
め

ら
れ
て
い
る
）
。
数
か
ら
い
え
ば
、
刑
事
政
策
・
犯
罪
学
に
関
わ

る
論
文
・
報
告
が
断
然
多
い
の
だ
が
、
リ
ス
ト
が
も
う
と
も
高
く

評
価
し
て
い
る
の
は
、
刑
法
学
の
領
域
に
お
け
る
著
作
、
『
刑
法

序
説
』
（
§
§
§
轟
§
き
吻
§
§
雨
e
s
ミ
ぎ
g
§
き
ミ
§
旨
o
ぎ

賓
喜
o
ミ
）
第
一
巻
（
総
論
）
で
あ
る
。
一
八
八
九
年
に
初
版

が
出
た
同
書
は
、
一
九
〇
七
年
の
二
版
で
大
き
く
増
訂
さ
れ
、
リ

ス
ト
、
プ
リ
ン
ス
の
二
人
に
献
呈
さ
れ
た
。
リ
ス
ト
は
追
悼
文
の

後
半
で
、
同
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ハ
メ

ル
が
国
際
刑
事
学
協
会
で
行
っ
た
二
つ
の
報
告
を
素
材
に
、
彼
の

犯
罪
観
・
刑
罰
観
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

　
一
つ
目
は
、
「
刑
法
に
お
け
る
結
果
に
対
す
る
責
任
」
と
題
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
た
一
九
〇
二
年
の
報
告
で
あ
る
。
ハ
メ
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主

張
す
る
。
犯
罪
者
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
行
為
に
つ
い
て
責

任
が
あ
り
、
そ
の
行
為
の
結
果
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
処
罰
は
彼
が
犯
罪
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
そ
の

こ
と
が
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
判
明
し
た
が
ゆ
え
に
行
わ
れ
る
。
刑

罰
の
基
礎
、
あ
る
い
は
、
適
切
な
処
分
の
基
礎
は
、
あ
る
結
果
に

対
す
る
行
為
者
の
責
任
の
う
ち
に
は
存
し
な
い
（
犯
罪
行
為
は
処

分
の
法
的
条
件
に
す
ぎ
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
処
分
の
選
択
は
、

「
行
為
」
で
は
な
く
「
行
為
者
」
の
道
徳
的
・
社
会
的
価
値
に
よ

る
こ
と
に
な
る
。
現
代
的
な
犯
罪
学
の
成
果
は
、
一
方
で
、
こ
う

い
っ
た
処
分
の
多
様
化
（
説
諭
・
条
件
付
有
罪
判
決
．
被
害
者
へ

の
賠
償
・
罰
金
・
拘
禁
・
教
育
施
設
収
容
・
労
働
施
設
収
容
．
危

険
な
精
神
障
害
者
の
施
設
収
容
・
生
来
性
犯
罪
者
や
後
天
的
常
習

犯
罪
者
の
隔
離
・
不
定
期
刑
な
ど
）
を
要
求
し
、
他
方
で
、
民
法

理
論
の
く
び
き
の
下
に
、
故
意
過
失
行
為
、
結
果
、
そ
し
て
、
そ

れ
ら
の
間
の
因
果
関
係
を
問
題
と
す
る
刑
法
理
論
を
、
も
っ
と
単

純
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ハ
メ
ル
の
見
解
は
、
一
九
〇
四
年
に
行
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
刑
法
思
想
の
最
終
的
具
体
化
」
と
題
す
る
報
告
に
お
い
て
、
さ
ら

に
一
歩
進
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ハ
メ
ル
は
、
「
報
復
原
理
」
（
肩
巨
．

○
号
①
く
ぎ
昌
S
ミ
）
と
「
教
育
原
理
」
（
召
巨
O
号
①
心
き
S
薫
）

を
対
比
し
、
前
者
が
通
説
た
り
え
て
い
る
理
由
を
、
誰
も
が
応
報

を
求
め
る
と
い
う
「
心
理
的
必
然
性
」
（
ま
o
鶉
ω
豪
混
く
9
9

一
〇
〇
q
昼
冨
）
と
「
歴
史
的
起
源
」
（
O
『
魯
冨
三
9
0
ユ
君
①
）
の
二

点
に
求
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
心
理
的
必
然
性
と
い
う
理
由
に
つ

い
て
は
、
平
衡
を
求
め
る
心
理
自
体
は
必
然
的
で
あ
っ
て
も
、
盗
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賊
は
復
警
を
も
つ
て
平
衡
を
得
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
右
の
頗

を
打
た
れ
た
ら
左
の
類
を
出
す
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
・
い

か
に
し
て
平
衡
を
得
る
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
と
反
駁
す
る
。

さ
ら
に
、
歴
史
的
起
源
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
も
、
家
族
や
部
族

の
「
外
」
と
「
内
」
を
区
別
し
て
考
え
る
と
、
た
し
か
に
「
外
」

に
対
し
て
は
、
応
報
の
た
め
の
戦
争
や
復
讐
が
な
さ
れ
て
き
た
と

し
て
も
、
「
内
」
に
対
し
て
は
、
歴
史
的
に
み
て
も
和
解
や
矯
正

な
ど
の
教
育
原
理
が
支
配
し
て
き
た
と
し
て
、
そ
の
不
十
分
さ
を

指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
彼
は
、
刑
法
思
想
の
最
終
的
具
体
化

と
し
て
、
刑
事
制
裁
は
も
つ
ぱ
ら
教
育
原
理
に
基
づ
く
べ
き
だ
と

す
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
刑
」
の
明
侠
な
主
張
に
ほ
か

な
ら
な
い
。三

　
ハ
メ
ル
の
旧
刑
法
批
評

　
ハ
メ
ル
が
「
日
本
の
新
刑
事
立
法
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
た

の
は
、
一
八
八
二
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
彼
自
身
は
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
大
学
教
授
に
就
任
し
て
ま
だ
三
年
目
、
そ
し
て
そ
れ
は
・

リ
ス
ト
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
の
就
任
演
説
を
行
っ
た
ま
さ
に
そ
の

年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
ハ
メ
ル
が
、
後
年
の
よ
う
な
は

つ
き
り
し
た
志
向
を
も
づ
て
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
だ
が
一
彼
自

身
の
就
任
演
説
の
内
容
や
、
リ
ス
ト
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
綱
領
に
即

座
に
共
鳴
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
す
で
に
こ
の
時
期
か
ら
、

主
観
主
義
的
傾
向
は
多
分
に
あ
つ
た
と
推
測
し
て
よ
・
か
ろ
う
。
以

下
紹
介
す
る
旧
刑
法
批
評
も
、
そ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
に
入
れ

つ
つ
、
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
ハ
メ
ル
は
論
文
の
冒
頭
で
、
西
欧
文
明
諸
国
を
ず
っ
と

一
緒
に
大
き
く
な
つ
て
き
た
「
家
族
」
に
た
と
え
、
日
本
は
「
外

で
育
ち
、
成
長
し
て
か
ら
、
家
族
に
加
え
て
く
れ
と
言
っ
て
き
た

息
子
」
だ
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
文
明
の
遅
れ
た

ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
日
本
が
、
は
た
し
て
西
欧
家
族
の
一
員
と
し

て
の
資
格
、
す
な
わ
ち
一
定
の
文
明
水
準
に
到
達
し
て
い
る
・
か
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
旧
刑
法
を
、
お
．
も

に
、
①
基
本
原
理
、
②
刑
罰
体
系
、
③
一
般
理
論
（
総
論
部
分
）
、

④
各
論
部
分
、
⑤
裁
判
官
の
裁
量
、
と
い
う
五
つ
の
観
点
か
ら
紹

介
し
、
批
評
を
加
え
て
い
る
の
で
、
以
下
こ
の
順
番
で
そ
の
内
容

を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
（
な
お
、
同
論
文
に
お
い
て
は
・
日

刑
法
と
あ
わ
せ
て
治
罪
法
に
つ
い
て
も
検
討
・
批
評
が
加
え
ら
れ

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。
）

①
基
本
原
理

基
本
原
理
の
な
か
で
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
重
罪
・
軽
　
〃
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罪
・
違
警
罪
と
い
う
犯
罪
の
三
分
法
で
あ
る
（
旧
刑
法
第
一
条
）
。

こ
れ
ら
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
な
ら
つ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
区
別
に

は
・
陪
審
審
理
を
行
う
も
の
（
重
罪
）
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
分

け
る
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
は
周
知
の
と
お
り
陪
審
制
を

導
入
し
な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
点
が
さ
つ
そ
く
注
目
さ
れ
る
。

犯
罪
三
分
法
は
も
と
も
と
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
は

陪
審
を
導
入
し
な
か
つ
た
の
な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
新
刑
法
同
様
そ

の
区
別
を
や
め
て
し
ま
つ
て
も
よ
か
つ
た
と
い
う
の
が
、
ハ
メ
ル

の
意
見
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
旧
刑
法
の
全
体
の
編
別
が
問
題
と
な
る
。
同
法
は
、
第

一
編
・
総
則
、
第
二
編
・
公
益
に
関
す
る
重
罪
軽
罪
、
第
三
編
．

身
体
財
産
に
対
す
る
重
罪
軽
罪
、
第
四
編
．
違
警
罪
、
と
い
う
四

編
か
ら
な
る
（
原
文
は
片
仮
名
だ
が
本
稿
で
は
平
仮
名
表
記
と
す

る
。
以
下
同
様
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
ハ
メ
ル
は
、
旧
刑
法
は
フ
ラ

ン
ス
刑
法
は
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
刑
法
よ
り
も
統
一
性
が
あ
る
と

す
る
。

　
さ
ら
に
・
「
法
律
に
正
条
な
き
者
は
、
何
等
の
所
為
と
離
も
之

を
罰
す
る
こ
と
を
得
ず
」
（
第
二
条
）
、
「
法
律
は
頒
布
以
前
に
係

る
犯
罪
に
及
ぽ
す
こ
と
を
得
ず
」
（
第
三
条
第
一
項
）
、
「
若
し
所

犯
頒
布
以
前
に
在
て
未
だ
判
決
を
経
ざ
る
者
は
、
新
旧
の
法
を
比

照
し
一
軽
き
に
従
て
処
断
す
」
（
同
条
第
二
項
）
と
い
う
、
罪
刑
　
”

法
定
主
義
関
連
規
定
が
検
討
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
フ
ラ
ン
ス

や
ド
イ
ツ
の
そ
れ
よ
り
正
確
だ
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
罪

刑
法
定
主
義
規
定
の
も
つ
、
わ
が
国
刑
法
史
上
の
画
期
的
意
義
に

つ
い
て
の
は
っ
き
り
と
し
た
言
及
は
な
く
、
し
た
が
つ
て
新
律
綱

領
や
改
定
律
例
と
の
対
比
も
な
い
。

　
②
刑
罰
体
系

　
ど
の
よ
う
な
内
容
の
刑
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
が
、
次
の
検

討
課
題
と
な
る
。

　
ま
ず
死
刑
に
つ
い
て
。
ハ
メ
ル
は
、
監
獄
内
絞
首
と
い
う
執
行

方
法
が
イ
ギ
リ
ス
流
（
フ
ラ
ン
ス
は
公
開
斬
首
、
ド
イ
ツ
は
監
獄

内
斬
首
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
死
刑
犯
罪
の
数
は
決
し
て
多

す
ぎ
ず
、
犯
罪
の
内
容
か
ら
み
て
苛
酷
で
も
不
当
で
も
な
い
と
す

る
。
も
っ
と
も
、
尊
属
に
対
す
る
致
死
犯
罪
に
死
刑
が
規
定
さ
れ

て
い
る
の
は
、
日
本
の
立
法
が
家
族
の
絆
に
価
値
を
お
い
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
「
祖
父
母
、
父
母
に
対
し
た
る
殺
傷
の

罪
は
、
特
別
の
宥
恕
及
ぴ
不
論
罪
の
例
を
用
ふ
る
こ
と
を
得
ず
」

と
す
る
第
三
六
五
条
の
規
定
に
よ
つ
て
、
尊
属
に
対
し
て
正
当
防

衛
が
で
き
な
い
の
は
、
行
き
過
ぎ
だ
と
さ
れ
る
。

　
　
そ
の
他
の
主
刑
、
す
な
わ
ち
、
徒
刑
・
流
刑
．
懲
役
．
禁
獄
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（
以
上
重
罪
刑
）
、
禁
固
・
罰
金
（
以
上
軽
罪
刑
）
、
お
よ
び
拘

禁
．
科
料
（
以
上
違
警
罪
刑
）
に
つ
い
て
は
、
「
徒
刑
の
囚
六
十

歳
に
満
る
者
は
、
通
常
の
定
役
を
免
じ
、
其
体
力
相
当
の
定
役
に

服
す
」
と
い
う
規
定
（
第
十
九
条
）
が
、
あ
た
か
も
通
常
は
体
力

不
相
応
の
定
役
が
課
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
奇
妙
な
こ
と
、
そ
し
て
、

独
房
拘
禁
（
忌
↓
g
ゴ
昌
　
8
＝
三
巴
冨
）
に
つ
い
て
の
規
定
が
な

い
の
で
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
の
よ
う
に
せ
め
て
そ
の
期
間
に

つ
い
て
の
規
定
だ
け
で
も
刑
法
典
の
な
か
に
置
く
べ
き
こ
と
が
指

摘
さ
れ
る
。
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二
条
の
独
房
拘
禁

（
里
冒
9
ぎ
e
規
定
は
、
本
人
の
承
諾
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の

期
間
が
三
年
を
超
え
て
は
な
ら
ぬ
と
す
る
も
の
で
、
独
房
拘
禁
を

制
限
す
る
方
向
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
メ
ル
は
む
し
ろ
、

独
房
拘
禁
の
積
極
的
な
刑
事
政
策
的
効
果
に
着
目
し
て
い
た
ら
し

く
、
も
し
日
本
に
、
雑
多
な
犯
罪
者
を
一
緒
に
拘
禁
す
る
監
獄
し

か
な
い
の
な
ら
、
法
典
が
ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
く
と
も
、
悪
い
結

果
し
か
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。

　
旧
刑
法
は
、
附
加
刑
と
し
て
、
剥
奪
公
権
、
停
止
公
権
、
禁
治

産
、
監
視
、
罰
金
、
没
収
の
六
種
を
規
定
し
た
（
第
十
条
）
。
ハ

メ
ル
は
、
祖
国
オ
ラ
ン
ダ
で
は
一
八
二
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
監
視

を
い
ま
だ
日
本
が
規
定
し
て
い
る
の
は
、
国
情
か
ら
み
て
必
要
な

ら
ぱ
致
し
方
な
い
と
し
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
な
ら
っ
て
公

権
剥
奪
の
よ
う
な
名
誉
刑
（
o
9
完
巨
5
昌
昌
ε
が
維
持
さ
れ

た
の
は
刑
法
学
者
と
し
て
非
難
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。
ハ
メ

ル
の
比
撤
基
準
に
は
母
国
法
が
つ
ね
に
念
頭
に
あ
り
、
名
誉
刑
は

ド
イ
ツ
で
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
が
、
こ
の
支
持
し
が
た
い
制
度
を

才
ラ
ン
ダ
の
新
刑
法
は
全
面
的
に
廃
止
し
た
と
付
け
加
え
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
ハ
メ
ル
が
褒
め
て
い
る
の
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ス
に
は
な
い
仮
釈
放
制
度
を
、
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
に
な
ら
っ
て

導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
五
三
条
は
、
「
重
罪
軽
罪
の
刑
に
処

せ
ら
れ
た
る
者
、
獄
則
を
謹
守
し
改
俊
の
情
あ
る
時
は
、
其
刑
期

四
分
の
三
を
経
過
す
る
の
後
、
行
政
の
処
分
を
以
て
仮
に
出
獄
を

許
す
こ
と
を
得
」
（
第
一
項
）
、
「
無
期
徒
刑
の
囚
は
、
十
五
年
を

経
過
す
る
の
後
亦
同
じ
」
（
第
二
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
同
条
の
先
進
性
が
称
揚
さ
れ
る
一
方
で
、
仮
出
獄
の
停
止
に

関
す
る
第
五
六
条
は
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
。
「
仮
出
獄
中
更
に

重
罪
軽
罪
を
犯
し
た
る
者
は
、
直
ち
に
出
獄
を
停
止
（
す
る
）
」

と
い
う
の
が
そ
の
規
定
内
容
だ
が
、
仮
出
獄
者
が
あ
ら
た
な
犯
罪

を
犯
さ
な
く
と
も
、
遵
守
事
項
に
違
反
す
る
な
ど
の
非
行
が
あ
れ

ぱ
、
仮
出
獄
停
止
の
条
件
と
し
て
は
十
分
な
の
で
、
立
法
者
は
こ

こ
で
「
大
き
な
過
誤
」
（
O
目
冨
ま
①
3
巨
⑦
）
を
犯
し
た
と
い
う
。
　
　
㎜
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
メ
ル
は
、

旧
刑
法
の
刑
罰
体
系
を
、
文
明
国
た
る
水
準
に
達
し
た
「
第
一
級

の
も
の
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
③
一
般
理
論

　
つ
い
で
ハ
メ
ル
は
、
一
般
理
論
（
総
論
）
お
よ
び
各
論
規
定
の

検
討
に
う
つ
る
が
、
こ
れ
ら
の
部
分
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
煩

雑
な
の
で
、
以
下
で
は
そ
の
要
点
だ
け
を
列
挙
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
a
　
正
当
防
衛
規
定
（
第
三
一
四
条
）
が
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に

な
ら
い
「
殺
傷
に
関
す
る
宥
恕
及
び
不
論
罪
」
の
な
か
に
あ
る
が
、

正
当
防
衛
行
為
は
殺
傷
行
為
に
限
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
位
置
は

不
適
切
で
あ
る
。
た
だ
し
、
規
定
の
文
言
は
正
確
で
あ
る
（
と
く

に
第
三
一
五
条
）
。

　
b
　
第
七
五
条
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
流
に
「
強
制
」
を
規
定
す

る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
法
的
な
「
緊
急
避
難
」
（
Z
O
｝
ω
訂
邑
）
も

規
定
し
て
い
る
。

　
C
　
「
瘡
唖
者
罪
を
犯
し
た
る
時
は
、
其
罪
を
論
ぜ
ず
。
但
、
情

状
に
因
り
、
五
年
に
過
ぎ
ざ
る
時
問
、
之
を
懲
治
場
に
留
置
す
る

こ
と
を
得
」
と
い
う
第
八
二
条
の
規
定
は
、
瘡
唖
者
の
不
処
罰
を

拡
大
し
す
ぎ
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
賢
明
な
制
限
が
あ
る
）
。

　
d
　
数
罪
倶
発
（
併
合
罪
）
の
刑
罰
に
つ
き
フ
ラ
ン
ス
流
の
単

純
な
吸
収
主
義
（
第
一
〇
〇
条
）
は
不
適
当
で
あ
る
。

　
e
　
数
人
共
犯
の
部
分
（
第
一
〇
四
条
以
下
）
は
お
お
む
ね
学

問
上
認
め
ら
れ
た
原
理
に
従
い
、
フ
ラ
ン
ス
法
以
上
に
配
慮
が
行

き
届
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
教
唆
の
手
段
が
な
ん
ら
限
定
さ
れ
て

い
な
い
（
第
一
〇
五
条
）
の
は
不
適
切
で
あ
る
。

　
f
　
未
遂
の
定
義
は
フ
ラ
ン
ス
刑
法
か
ら
借
り
た
も
の
で
、
第

一
一
一
条
が
予
備
の
原
則
的
不
可
罰
を
規
定
し
て
い
る
以
外
、
特

記
す
べ
き
こ
と
は
な
い
。

　
g
　
日
本
の
立
法
者
は
、
故
意
に
つ
い
て
の
一
般
的
定
義
を
置

く
と
い
う
困
難
な
仕
事
を
試
み
た
（
第
七
七
条
）
。
立
法
者
は
、

難
し
い
学
理
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
の
困
難
を
軽

減
す
る
必
要
性
と
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。
学
問
上
し
ば
し
ば

問
題
に
な
る
誤
殺
傷
（
錯
誤
）
に
つ
い
て
も
、
明
文
規
定
を
置
い

た
（
第
二
九
八
条
、
第
三
〇
四
条
）
。

　
④
各
論
部
分

　
a
　
謀
殺
・
故
殺
・
過
失
致
死
、
窃
盗
・
強
盗
．
遺
失
物
埋
蔵

物
に
関
す
る
罪
な
ど
、
犯
罪
の
定
義
は
お
お
む
ね
正
確
で
配
慮
が

行
き
届
き
、
表
現
も
適
切
で
あ
る
。

　
b
　
文
書
偽
造
罪
規
定
は
、
ド
イ
ツ
法
同
様
、
偽
造
と
行
使
が

と
も
に
行
わ
れ
て
は
じ
め
て
可
罰
的
と
な
る
（
第
二
〇
三
条
、
第

134
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二
〇
八
条
）
が
、
通
貨
偽
造
罪
に
つ
い
て
も
偽
造
と
行
使
を
同
一

人
に
要
求
す
る
（
第
一
八
二
条
以
下
）
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る

（
ド
イ
ツ
法
も
通
貨
偽
造
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
要
求
し
な
い
）
。

　
C
　
兇
徒
聚
衆
罪
（
第
二
二
六
条
以
下
）
・
内
乱
罪
（
第
二
一

一
条
以
下
）
．
囚
徒
逃
走
罪
（
第
一
四
二
条
以
下
）
な
ど
の
賢
明

な
規
定
に
よ
り
、
公
の
秩
序
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
る
。
「
私
に

軍
用
の
銃
砲
弾
薬
を
製
造
し
及
び
所
有
す
る
罪
」
（
第
一
五
七
条

以
下
）
の
刑
罰
が
重
い
の
は
、
内
戦
に
懲
り
た
日
本
の
政
府
が
、

そ
れ
に
よ
つ
て
国
民
が
こ
う
む
る
悲
惨
さ
を
知
り
、
二
度
と
そ
れ

を
起
こ
す
ま
い
と
い
う
堅
い
決
意
を
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
d
　
国
民
の
幸
福
と
そ
の
平
和
裡
の
発
展
に
に
つ
い
て
の
関
心

は
、
阿
片
罪
に
つ
い
て
も
見
い
だ
せ
る
。

　
e
　
「
阿
片
姻
に
関
す
る
罪
」
「
飲
料
の
浄
水
を
汚
穣
す
る
罪
」

「
伝
染
病
予
防
規
則
に
関
す
る
罪
」
「
危
害
晶
及
び
健
康
を
害
す
可

き
物
晶
製
造
の
規
則
に
関
す
る
罪
」
「
健
康
を
害
す
可
き
飲
食
物

及
び
薬
剤
を
販
売
す
る
罪
」
の
五
節
か
ら
な
る
「
健
康
を
害
す
る

罪
」
（
第
五
章
）
は
、
外
国
人
に
と
つ
て
こ
れ
ほ
ど
興
味
深
い
規

定
は
な
い
。
他
国
の
立
法
例
は
同
様
の
行
為
を
違
警
罪
（
形
式

犯
）
と
し
て
規
定
す
る
の
に
対
し
、
日
本
の
立
法
者
は
故
意
に
つ

い
て
の
適
切
な
規
定
（
第
七
七
条
）
を
置
き
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
通

常
の
重
罪
．
軽
罪
と
し
て
い
る
。
国
民
の
健
康
と
い
う
利
益
を
高

く
位
置
づ
け
、
守
ろ
う
と
す
る
そ
の
や
り
方
は
正
当
で
あ
る
。

　
f
　
風
俗
を
害
す
る
罪
（
第
二
五
八
条
以
下
）
お
よ
び
狼
嚢
姦

淫
重
婚
の
罪
（
第
三
四
六
条
以
下
）
の
法
定
刑
は
、
西
欧
に
比
べ

て
軽
い
。
と
り
わ
け
第
三
四
六
条
（
二
一
歳
未
満
の
男
女
に
対
す

る
狸
嚢
行
為
等
）
、
第
三
四
七
条
（
二
一
歳
未
満
の
男
女
に
対
す

る
暴
行
脅
迫
に
よ
る
狸
嚢
行
為
等
）
、
第
三
四
八
条
（
二
一
歳
以

上
の
婦
女
に
対
す
る
強
姦
等
）
な
ど
に
、
そ
れ
は
著
し
い
。
こ
の

よ
う
な
犯
罪
に
つ
い
て
の
定
義
は
フ
ラ
ン
ス
に
な
ら
い
、
お
お
む

ね
満
足
が
ゆ
く
も
の
だ
が
、
た
と
え
ば
姦
通
罪
（
第
三
五
三
条
）

は
フ
ラ
ン
ス
以
上
に
男
女
不
平
等
で
あ
る
（
フ
ラ
ン
ス
に
は
蓄
妾

罪
が
あ
る
）
。
な
お
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
あ
る
近
親
相
姦
罪
は
日
本

に
は
な
い
。

　
g
　
官
吏
漬
職
罪
（
第
二
七
三
条
以
下
）
の
法
定
刑
は
軽
い
。

と
り
わ
け
第
二
七
八
条
（
不
法
逮
捕
）
、
第
二
八
九
条
（
官
吏
財

産
に
対
す
る
罪
）
の
刑
は
軽
す
ぎ
る
。

　
h
　
「
死
屍
を
棄
段
し
及
び
墳
墓
を
発
掘
す
る
罪
」
（
第
二
六
四

条
以
下
）
に
は
日
本
固
有
の
考
慮
が
あ
る
。
概
し
て
こ
の
章
の
犯

罪
の
処
罰
は
重
い
が
、
そ
の
一
方
、
礼
拝
所
不
敬
罪
・
説
教
妨
害

罪
（
第
二
六
三
条
）
の
法
定
刑
は
単
な
る
罰
金
刑
で
あ
る
。
罰
金
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刑
の
濫
用
お
よ
び
自
由
刑
と
罰
金
刑
の
併
科
は
、
旧
刑
法
の
欠
点
。

　
i
　
殴
打
創
傷
の
罪
に
つ
い
て
は
、
古
い
ゲ
ル
マ
ン
的
な
タ
リ

オ
の
規
定
（
第
三
〇
〇
条
以
下
）
が
残
っ
て
い
る
。

　
j
　
「
刺
文
」
は
違
警
罪
（
第
四
二
八
条
第
九
号
）
で
あ
る
が
、

立
法
者
は
こ
こ
で
、
既
婚
婦
人
が
眉
を
剃
り
お
は
ぐ
ろ
を
す
る
風

習
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
⑤
裁
判
官
の
裁
量

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
メ
ル
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
国

際
刑
務
会
議
で
報
告
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
立
場
は
、
個
々
の

犯
罪
、
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
る
刑
の
上
限
と
、
刑
種
に
よ
つ
て
一

律
に
決
ま
っ
て
い
る
下
限
と
の
間
で
自
由
に
量
刑
で
き
る
と
す
る

オ
ラ
ン
ダ
刑
法
と
同
じ
く
、
裁
判
官
の
裁
量
を
広
く
み
と
め
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
わ
が
旧
刑
法
は
、
そ
の
よ
う
な
道

を
選
ば
ず
、
犯
罪
占
こ
と
に
刑
の
上
限
・
下
限
を
決
め
、
同
時
に
法

律
上
の
宥
恕
事
由
や
加
重
・
減
軽
事
由
を
細
か
く
定
め
る
と
い
う

フ
ラ
ン
ス
流
の
規
定
を
設
け
た
。

　
こ
こ
は
当
然
批
判
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
意
外
に

も
ハ
メ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
旧
刑
法
の
行
き
方
を
、
「
大
い
に
賢

明
だ
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
を
二
言
で
ま
と
め
る
と
、
条
約
改
正

の
た
め
に
は
、
西
欧
諸
外
国
が
、
日
本
の
裁
判
官
に
自
国
民
の
権

利
を
託
す
る
に
足
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
旧
刑
法

の
量
刑
に
関
す
る
細
か
な
規
定
は
、
（
い
ま
だ
信
頼
を
か
ち
え
て

い
な
い
）
日
本
の
裁
判
官
に
対
し
て
、
念
入
り
な
手
引
き
を
与
え

る
か
ら
だ
と
い
う
。

四
　
ハ
メ
ル
の
批
評
か
ら
学
ぷ
も
の

　
ハ
メ
ル
の
論
評
に
は
、
現
在
の
目
か
ら
み
る
と
、
い
く
つ
か
あ

き
ら
か
な
欠
点
が
あ
る
。
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
絶
対
的
な
情
報
不

足
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ
メ
ル
は
、
旧
刑
法
の
罪
刑
法
定
主
義
規

定
が
わ
が
国
刑
法
史
上
に
も
つ
重
大
な
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い

な
い
。
ひ
と
つ
に
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
す
で
に
西
欧
で
は
所
与

の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
わ
が
国
に
お
け
る
そ
の
意
義
に
つ
い
て

の
感
覚
が
鈍
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
、

新
律
綱
領
・
改
定
律
例
な
ど
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
い
う
理
由
の
ほ
う
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い

は
ま
た
、
「
刺
文
」
と
「
お
は
ぐ
ろ
」
を
一
緒
に
し
て
い
る
の
も

的
外
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
情
報
不
足
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
。

ポ
ら
に
一
ハ
メ
ル
が
冒
頭
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
ー
1
非
文

明
、
西
欧
1
1
文
明
と
い
う
単
純
な
図
式
が
、
彼
の
批
評
の
背
景
を

な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
西
欧
中
心
の
単
線
的
進
化
主
義
は
、
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も
は
や
現
在
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
メ
ル
の
論
評
か
ら
、
旧

刑
法
の
比
鮫
刑
法
史
上
の
位
置
づ
け
に
つ
き
、
い
く
つ
か
の
教
訓

を
引
き
出
す
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
内
容
を

論
じ
る
前
提
と
し
て
、
現
在
旧
刑
法
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て

い
る
か
を
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
（
7
）

　
内
藤
謙
教
授
に
よ
る
と
、
旧
刑
法
に
は
、
①
近
代
刑
法
典
（
罪

刑
法
定
主
義
、
責
任
主
義
、
身
分
刑
法
廃
止
）
、
②
折
衷
主
義
刑

法
理
論
の
立
法
化
（
未
遂
犯
・
従
犯
の
必
要
的
減
軽
、
故
意
・
法

の
不
知
に
関
す
る
規
定
、
酌
量
減
軽
）
、
③
天
皇
制
国
家
の
刑
法

（
兇
徒
聚
衆
罪
、
皇
室
に
対
す
る
罪
）
と
い
っ
た
特
質
が
あ
る
。

さ
ら
に
教
授
は
、
旧
刑
法
と
対
比
し
た
場
合
の
明
治
四
〇
年
刑
法

の
特
徴
と
し
て
、
①
犯
罪
類
型
が
包
括
的
で
あ
る
、
②
法
定
刑
の

幅
が
広
く
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
が
大
き
い
、
③
未
遂
刑
の
任
意

的
減
軽
、
④
刑
の
執
行
猶
予
制
度
、
⑤
仮
釈
放
の
要
件
緩
和
、
⑥

厳
格
な
累
犯
加
重
と
い
っ
た
点
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ

を
そ
の
ま
ま
裏
返
し
た
、
①
詳
細
な
犯
罪
類
型
、
②
法
定
刑
の
幅

が
狭
く
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
が
小
さ
い
こ
と
、
③
未
遂
犯
の
必

要
的
減
軽
、
④
刑
の
執
行
猶
予
制
度
の
不
存
在
、
⑤
仮
釈
放
の
要

件
が
厳
し
い
こ
と
、
⑥
累
犯
加
重
が
さ
ほ
ど
厳
格
で
な
い
こ
と
が
、

明
治
四
〇
年
刑
法
と
対
比
し
た
旧
刑
法
の
特
質
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
現
代
的
評
価
と
、
三
で
紹
介
し
た
ハ
メ
ル
の
論
評
の

内
容
を
子
細
に
比
べ
て
み
る
と
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
重
視
し
て
い

る
点
に
つ
き
、
ハ
メ
ル
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い

は
少
々
の
言
及
が
あ
っ
て
も
そ
の
視
点
が
違
う
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
い
っ
た
い
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
論
評
か
ら
何
を
学

べ
ば
い
い
の
か
。

　
教
訓
の
第
一
は
、
ハ
メ
ル
が
旧
刑
法
の
条
文
に
即
し
て
、
そ
の

長
短
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘

の
う
ち
、
狙
罪
三
分
法
の
廃
止
、
尊
属
に
対
す
る
正
当
防
衛
の
制

限
廃
止
、
付
加
刑
と
し
て
の
監
視
・
剥
奪
公
権
の
廃
止
、
仮
出
獄

停
止
の
要
件
に
遵
守
事
項
違
反
を
加
え
る
こ
と
、
正
当
防
衛
行
為

を
殺
傷
行
為
に
限
ら
ず
そ
の
規
定
を
総
則
に
置
く
こ
と
、
瘡
唖
者

の
処
罰
（
た
だ
し
減
軽
）
も
可
能
に
す
る
こ
と
、
併
合
罪
の
刑
の

加
重
、
通
貨
偽
造
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
現
実
の
「
行
使
」
は
要

ら
ず
そ
の
「
目
的
」
で
足
り
る
と
す
る
こ
と
、
傷
害
罪
を
被
害
程

度
に
よ
っ
て
段
階
づ
け
る
タ
リ
オ
的
規
定
の
廃
止
、
狸
襲
罪
や
公

務
員
職
権
濫
用
罪
の
法
定
刑
の
大
幅
引
き
上
げ
な
ど
は
、
明
治
四

〇
年
刑
法
で
さ
っ
そ
く
実
現
し
た
し
、
両
性
の
平
等
の
観
点
か
ら
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姦
通
罪
の
廃
止
が
昭
和
二
二
年
に
実
現
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
主
観
主
義
刑
法
学
者
ハ
メ
ル
の

指
摘
の
多
く
が
的
確
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
づ
て
い
る
が
、
こ
れ

を
も
っ
て
わ
が
刑
法
が
主
観
主
義
化
し
た
証
左
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
な
る
ほ
ど
、
ハ
メ
ル
の
指
摘
は
、
処
罰
範
囲
を
拡
大
す
る

方
向
の
も
の
が
多
い
の
で
、
そ
う
い
っ
た
評
価
も
成
り
立
ち
う
る
。

し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
行
為
者
や
そ
の
意

思
の
危
険
性
を
重
視
す
る
と
い
う
抽
象
的
で
理
論
的
な
観
点
か
ら

な
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
も
っ
と
具
体
的
で
実

際
的
な
観
点
か
ら
、
い
わ
ば
「
法
典
の
使
い
勝
手
」
を
念
頭
に
置

い
て
な
さ
れ
た
指
摘
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。
ち
な
み
に
、
ハ
メ

ル
の
新
派
1
1
教
育
刑
主
義
と
対
照
的
な
旧
派
1
1
応
報
刑
主
義
に
与

し
、
そ
の
意
味
で
旧
刑
法
と
理
論
的
基
盤
を
共
有
し
て
い
た
は
ず

の
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
ナ
ー
が
、
や
は
り
旧
刑
法
を
批
評
し
て
多
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

実
際
的
不
備
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
オ
ラ
ン
ダ
人
ハ

メ
ル
の
指
摘
と
共
通
す
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
ベ
ル
ナ
ー
批
評

の
詳
細
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
当

時
の
西
欧
理
論
家
の
批
判
の
な
か
に
は
、
「
主
観
主
義
的
」
と
か

「
ド
イ
ツ
的
」
と
い
う
た
形
容
を
す
る
ま
で
も
な
い
、
い
わ
ば

「
実
務
的
な
パ
ラ
ン
ス
感
覚
」
に
由
来
す
る
も
の
も
多
数
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
従
来
、
旧
刑
法
か
ら
明
治
四
〇
年
刑
法
へ
の
移
行
を
論
じ
る
に

あ
た
っ
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
衰
退
と
ド
イ
ツ
法
と
く
に
新
派
刑

法
学
の
輿
隆
と
い
っ
た
法
学
史
お
よ
び
刑
法
思
想
史
の
大
き
な
潮

流
の
変
化
や
、
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
う
犯
罪
の
激
増
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

っ
た
法
奥
外
在
的
要
因
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
旧
刑
法
そ
れ
自

体
に
多
く
の
実
際
的
欠
陥
が
内
包
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

れ
が
公
布
・
施
行
後
す
ぐ
に
日
本
の
当
路
者
に
認
識
さ
れ
た
こ
と

が
、
旧
刑
法
改
正
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
少
な
く
と
も
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

出
発
点
に
お
い
て
は
、
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
こ

と
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
あ
え
て
言
う
ま
で
も
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
旧
刑
法
に
つ
き
そ
の
よ
う
な

現
実
的
欠
陥
を
具
体
的
条
文
に
即
し
て
摘
出
し
、
裁
判
例
の
検
討

な
ど
を
通
じ
て
そ
れ
を
確
認
す
る
作
業
を
、
あ
ん
が
い
怠
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。

　
第
二
に
、
ハ
メ
ル
が
驚
い
た
り
、
興
味
を
示
し
て
い
る
部
分
を

拾
う
こ
と
に
よ
り
、
同
時
代
の
西
欧
の
目
か
ら
見
た
旧
刑
法
の
比

較
法
文
化
的
特
質
が
明
ら
か
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と

え
ぱ
ハ
メ
ル
が
特
記
し
て
い
る
狸
嚢
・
姦
淫
罪
の
法
定
刑
の
軽
さ

や
、
罰
金
刑
規
定
の
多
さ
、
ま
た
は
「
健
康
を
害
す
る
罪
」
の
諸
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規
定
な
ど
に
よ
り
、
旧
刑
法
の
性
質
を
特
徴
づ
け
る
試
み
は
、
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
現
在
の
日

本
の
論
者
が
重
視
す
る
兇
徒
聚
衆
罪
や
皇
室
に
対
す
る
罪
に
、
さ

ほ
ど
関
心
が
払
わ
れ
な
い
理
由
も
ま
た
探
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
同
種
の
犯
罪
規
定
が
、
当
時
の
西

欧
に
お
い
て
も
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推

測
さ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

西
欧
と
共
通
す
る
部
分
と
日
本
独
自
の
部
分
を
さ
ら
に
細
か
く
脇

分
け
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
ヨ
コ
の
視
点
」
を
意
識
し
つ
つ
西
欧
法
の
日
本

化
の
過
程
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
比
較
法
文
化
論
的
な
関
心
に
応

え
る
の
み
な
ら
ず
、
立
法
者
、
裁
判
所
、
そ
し
て
解
釈
学
者
が
、

わ
が
国
固
有
の
問
題
に
立
ち
向
か
う
際
の
基
礎
的
な
情
報
を
提
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
）

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
裁
判
官
の
裁
量
に
つ
い
て
の
ハ
メ
ル
の
論
評
か
ら
、

歴
史
状
況
に
応
じ
た
評
価
の
重
要
性
と
い
う
教
訓
を
引
き
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
さ
き
に
論
じ
た
と
お
り
、
本
来
、
主
観
主
義
刑

法
学
の
立
場
か
ら
教
育
刑
を
是
と
し
た
ハ
メ
ル
が
、
裁
判
官
の
裁

量
の
幅
が
小
さ
い
旧
刑
法
の
規
定
を
、
稜
極
的
に
評
価
し
て
い
る

の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
、
旧
刑
法
に
お

け
る
裁
判
官
の
裁
量
の
幅
の
問
題
を
、
当
時
の
裁
判
官
の
資
質
と

い
う
具
体
的
な
歴
史
事
実
と
無
関
係
に
、
抽
象
的
な
理
論
の
次
元

だ
け
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
旧
刑
法

の
法
定
刑
の
幅
の
狭
さ
は
、
現
在
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぱ
否
定
的
に

評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
判
事
登
用
規
則
（
明
治
一
七
年
二
亘
二

六
日
太
政
官
達
）
す
ら
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
わ
が
国

の
状
況
を
考
え
る
と
、
信
頼
す
べ
き
裁
判
官
が
育
た
な
い
う
ち
は
、

彼
ら
の
裁
量
に
期
待
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
法
律
に
よ
っ
て
細
か
な

量
刑
指
針
を
与
え
る
方
が
賢
明
で
あ
る
と
い
う
ハ
メ
ル
の
評
価
に

も
、
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
く
彗
＝
凹
昌
♀
、
5
冒
…
①
＝
o
示
o
q
邑
き
o
目
忌
冨
一
①
旨

　
』
岩
昌
．
．
一
完
§
§
き
、
；
ミ
ぎ
旨
§
ミ
ざ
s
ミ
s
き
－
電
之
ミ
｛
§

8
§
盲
忌
＄
8
昌
巴
戸
一
〇
。
o
．
N
o
戸
お
o
－
s
ω
．
な
お
、
こ
の
論
文
は
、

　
パ
リ
大
学
の
デ
ジ
十
ル
ダ
ン
、
ラ
ベ
、
エ
ス
マ
ン
の
三
教
授
の
旧
刑

法
（
草
案
）
批
評
と
と
も
に
、
俣
野
時
中
訳
『
日
本
刑
法
纂
評
』

　
（
明
治
二
〇
年
）
と
し
て
、
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
。

（
2
）
　
わ
た
く
し
は
、
平
成
八
年
一
〇
月
六
日
、
同
志
社
大
学
で
開
催

　
さ
れ
た
第
四
四
回
法
制
史
学
会
研
究
大
会
に
お
い
て
、
「
西
欧
の
目

　
に
映
っ
た
旧
刑
法
」
と
題
す
る
報
告
を
行
い
、
ハ
メ
ル
、
ベ
ル
ナ
ー

　
マ
イ
ヤ
ー
と
い
う
三
人
の
西
欧
刑
法
学
者
に
よ
る
旧
刑
法
批
評
を
紹

介
し
つ
つ
、
本
稿
の
結
論
を
よ
り
詳
し
く
論
証
し
た
。
そ
の
内
容
は
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い
ず
れ
別
稿
で
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

（
3
）
巨
竃
戸
．
．
O
－
＞
．
く
昌
＝
o
昌
9
．
．
一
§
旨
§
ミ
さ
『
S
雨
零
－

竃
§
膏
望
き
o
ミ
｝
ミ
竃
§
｝
s
冬
一
団
o
窒
二
〇
；
ω
ω
．
蟹
ω
－
蜆
8

（
4
）
＝
o
昌
♀
、
5
み
名
昌
墨
σ
；
蒜
君
冒
一
画
忍
昌
；
一
註
冨
一
①

　
号
o
＝
忌
畠
一
、
一
き
ミ
§
§
零
ミ
き
こ
ミ
値
§
ミ
｛
o
§
』
§
㌃
㌻
§
｛
§
亭

隻
8
ぎ
§
さ
§
ぎ
｛
寒
曽
恥
雲
；
一
6
S
一
鶉
1
ω
O
O
〒
ω
O
O
O
O

（
5
）
工
凹
冒
♀
、
5
箒
；
箒
冨
ヨ
8
；
峯
o
目
ま
一
．
巨
需
黒
畠
一
、
一

き
§
ミ
§
的
§
き
こ
ミ
“
§
ミ
｛
§
ミ
§
沖
ユ
§
甘
§
募
婁
s
§
さ
ミ
｛
－

昌
耐
§
恥
匿
＝
し
8
戸
竃
．
；
ム
⊥
O
↓
．
な
お
、
こ
の
報
告
に
つ
い

　
て
は
、
牧
野
英
一
『
刑
法
研
究
・
第
四
巻
』
（
一
九
三
三
年
）
五
五

頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。

（
6
）
　
フ
ラ
ン
ス
で
仮
釈
放
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
一
八
八
五
年
で

　
あ
る
。

（
7
）
　
内
藤
謙
「
日
本
に
お
け
る
「
古
典
学
派
」
刑
法
理
論
の
形
成
過

　
程
」
『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
・
第
二
巻
』
（
一
九
八
三
年
）

　
五
一
〇
頁
以
下
。

（
8
）
　
ベ
ル
ネ
ル
氏
（
富
嶋
鈴
吉
訳
）
『
日
本
刑
法
二
関
ス
ル
意
見
書
』

　
（
明
治
一
九
年
）
。
な
お
前
出
注
（
2
）
参
照
。

（
9
）
　
た
と
え
ぱ
、
内
藤
謙
「
日
本
に
お
け
る
『
古
典
学
派
』
刑
法
理

　
論
の
一
側
面
－
旧
『
刑
法
』
か
ら
現
行
『
刑
法
』
へ
の
移
行
に
つ
い

　
て
の
理
解
と
評
価
1
」
『
刑
事
法
学
の
歴
史
と
課
題
』
（
吉
川
経
夫
先

生
古
稀
祝
賀
禽
文
集
、
一
九
九
四
年
）
一
頁
以
下
に
紹
介
さ
れ
て
い

　
る
諸
見
解
を
参
照
喧

（
1
0
）
　
法
制
史
家
の
見
解
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ぱ
旧
刑
法
か
ら
新
刑

法
へ
の
制
定
過
程
を
四
段
階
に
分
け
て
考
え
る
見
解
が
あ
る
（
吉
井

　
蒼
生
夫
「
現
行
刑
法
の
制
定
と
そ
の
意
義
」
杉
山
晴
康
編
『
裁
判
と

法
の
歴
史
的
展
開
』
（
一
九
九
二
年
）
四
六
一
頁
以
下
）
。
こ
の
よ
う

　
な
歴
史
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
、
旧
刑
法
や
新
刑
法
の
刑
法
思
想
史
的

　
評
価
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。

（
u
）
　
こ
の
意
味
で
、
「
西
欧
法
の
日
本
化
」
を
テ
ー
マ
に
、
本
学
の

竹
下
守
夫
教
授
（
現
名
誉
教
授
）
も
参
加
し
て
一
九
八
八
年
七
月
に

　
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
注
目
す
べ
き

　
も
の
で
あ
る
。
同
シ
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
竹
下
守

　
夫
「
西
欧
法
の
日
本
化
・
憲
法
と
民
事
訴
訟
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三

　
二
号
（
一
九
八
九
年
）
、
お
よ
び
、
平
野
龍
一
「
刑
法
及
ぴ
刑
事
訴

　
訟
法
に
お
け
る
『
西
欧
法
の
日
本
化
』
」
警
察
研
究
第
六
一
巻
第
三

　
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
頁
参
照
。

［
追
記
］
本
稿
作
成
の
た
め
の
文
献
の
収
集
・
閲
覧
に
関
し
て
は
、
岩

谷
十
郎
（
慶
応
義
塾
大
挙
）
、
佐
々
木
和
夫
（
専
修
大
学
）
の
両
氏

　
か
ら
、
親
切
な
御
教
示
と
御
協
力
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
、
厚
く
お
礼

申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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